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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所の使用施設（バックエンド研究施設） 

に係る使用前確認申請書の変更について 

 

 

 

令和５年９月 25 日付け令 05 原機(科臨)012 をもって申請した国立研究開発法人日本原子
力研究開発機構原子力科学研究所の使用施設（バックエンド研究施設）に係る使用前確認申
請書について、記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の使用等に関する規則第２条の
５第３項の規定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。 

  



別 紙 

 

 

1. 変更の内容 

別紙－３「使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、場所及び
種類」のうち、期日を次のとおり変更する。 

 

(変更前) 令和５年 12月１日～12月 28日 

(変更後) 未定 

 

上記変更に併せて、添付資料－１「工事の工程に関する説明書」のうち、使用前検査の
期日についても未定とする。 

 

 

2. 変更の理由 

使用前検査の期日を変更するため。 

なお、使用前検査に係る詳細が決定次第、使用前確認申請書の変更を行う。 

 

 

以 上 


